
　１　主　　催 　宮崎県 　・　社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

　２　主　　管 　一般社団法人宮崎県サッカー協会

　３　期　　日 　令和８年５月１７日（日）　荒天時は別日を設けることがある

　４　会　　場 　ひなた宮崎県総合運動公園　サッカー場、補助球技場（予定）

　５　参加資格 　県内在住の６０歳以上（昭和４２年４月１日以前に生まれた方）

　６　チーム編成 　監督１名、選手１１名（登録選手２５名以内）とし監督は選手を兼任できるが、その際は選手としても登録する。

　７　日　　程
　グラウンド準備　　７：３０～９：００ 　 　監督会議　  ９：１０～９：２０
　競技開始　　　　　９：３０～　　　　　　　表彰式　試合終了後

　８　競技規則

　※　現行の公益財団法人日本サッカー協会競技規則を準用する。ただし、次の競技会規定を定める。
（１）試合時間は、前半２０分ハーフ、ハーフタイム５分、後半２０分とする。
（２）４０分で勝敗がつかない場合は引き分けとする。
（３）交替要員の人数は１４人以内とする。
（４）選手交替は一度退いた選手も再び出場でき、主審の許可を得て何回でも交替可能とする。
（５）アディショナルタイムは表示しない。
（６）ショルダーチャージ、スライディングタックルは可とするが、その他のラフプレーと同様に相手に傷害を与え
　　　るような危険なプレーは禁止とする。
（７）大会期間中、警告を２回受けた者は、次の試合に出場できない。
（８）試合球は原則として軽量球４００ｇを使用する。

１１　表　　彰 第３位まで表彰する。

１２　出場権付与
　優勝チームには、令和８年１１月７日（土）～１１月１０日（火）に開催される第３８回全国健康福祉祭埼玉大会への出場
権を付与する(出場する場合は１８名以内）。ただし、ねんりんピック岐阜２０２５へ出場した者は除く。また、選考会に出場
していない者の全国健康福祉祭への出場は認めない。

１３　申込方法
　　　及び申込先

　各市町村福祉担当課等に備え付けの参加申込書に記入し、郵送、メール、または直接申し込むこと。※ＦＡＸ不可
　（メールは標題を「宮ねんりん2026、種目名、代表者氏名」とし、記入した申込用紙のデータまたはＰＤＦファイルを必ず
　　添付すること）
【申込先】○申込責任者の居住する「市町村高齢者福祉担当課」（直接申込のみ）
　　　　　○大会事務局「宮崎県社会福祉協議会　長寿社会推進センター」（郵送、メール、直接申込）

１４　申込期間
　令和８年２月１日（日）～３月１５日（日）
　　※郵送の場合は３月１５日（日）消印有効　　メールは３月１５日（日）の着信まで有効
　　※３月１日（日）～３月１５日（日）の期間は、大会事務局（長寿社会推進センター）だけの受付になります。

１５　参加費及び
　　　納入方法

１人５００円
　事務局で参加申込書受理後、チームの責任者に参加費の払込取扱票が郵送されるので、その用紙で振り込むこと。
　　　　　　　　　　★電信振込でもよい　★現金での受付は行わない　★振込期限～令和８年３月３１日（火）
※　参加者の都合で出場を取り止めた場合、又は荒天等のため中止となった場合でも、納入された参加費は返金いたしません
　のでご了承ください。

１６　個人情報
　　　について

　大会成績や大会風景に関する情報提供において、新聞、ホームページ等へ写真や名前等を公表することをご了承ください。
公表することに支障のある方は、申込時に社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会へご連絡ください。

１７　問合せ先

【参加申込】〒880-8515 宮崎市原町２ー２２　　　　　　　　　　　　　 TEL:0985-31-9630
　　　　　　社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会　長寿社会推進センター　申込メールアドレス:chouju@mkensha.or.jp

【競技内容】宮崎ねんりんピックサッカー大会担当　　　指宿　義隆　　　TEL:090-7158-4678

宮宮崎崎ねねんんりりんんピピッックク２２００２２６６

ササッッカカーー大大会会実実施施要要項項　　

（１）順位の決定は、勝ち点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
（２）勝ち点は、勝ち３点、引分け１点、負け０点とする。ただし、勝ち点が同じ場合は、得失点差、総得点数で順
　　　位を決定する。

１０　大会規定

（１）第３８回全国健康福祉祭埼玉大会の県選手選考会を兼ねて実施する。
（２）ユニフォームは、統一した正・副異なる色の２色（シャツ、ショーツ、ストッキング、GK用共）を必ず携行す
　　　る。ユニフォームには背中と前面に選手番号をつける。
（３）参加チーム数、荒天等により競技日程及び競技方法を変更することもある。
（４）参加者は予め健康診断を受けるなど、自己管理を行い、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証は必ず持参す
　　　ること。
（５）傷害、事故等については、応急措置は行うがそれ以外の責は負わない。
（６）傷害保険は主催者で加入する。

　９　競技方法


